
◇　療養環境加算（Ａ２１９）

（１）病棟を単位とし、病室に係る病床の面積が、内法による測定で１病床当たり８㎡以上である。

（ ）

※ 当該病棟内に１病床当たり6.4㎡未満の病室を有していない。

※ 要件となる１病床当たりの面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室の総面積

　 を当該病床数で除して得た面積である。

　　（特別の療養環境の提供に係る病室を除く総面積及び当該病床数である。）

※ 病室内に付属している浴室・便所等の面積は算入の対象となる。

　　　　　　　（病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しない。）

※　平成26年３月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、

当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。

（２）特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床もしくは病室が当該加算の

　 対象から除外されている。 （ ）

（３）医師及び看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしている。　 （ ） ・保健所による立入検査の際に作成した、医師並びに看護要員の現員数が確認できる書類
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